訪 問 格 付 基 準 表（Ｈ21.6.26福祉第1024号通知　準用）平成31年4月1日改正
	訪問
格付
	訪問頻度
	分　類　基　準
	説　　明

	A
（赤）
	毎　月
1回以上
	・濃厚な支援を行うべき課題
やニードを有している世帯
・常時実態を把握する必要が
ある世帯
・重点的な指導を要する世帯


（参考）
※ニード＝要擁護性（要擁護状態）
社会的ニードとは、ある種の状態が、一定の目標なり、基準からみて乖離の状態にあり、そしてその状態の回復・改善等を行う必要があると社会的に認められたものをいう。
（参考：三浦文夫の定義）
	(ｱ)稼働能力の活用をしていないか、活用が不十分な世帯(局第4に基づく)
(ｲ)資産・他法他施策の活用が不十分な世帯、扶養を得ることが期待できる場合で当該扶養が十分に得られていない世帯
(ｳ)指導指示事項の履行を忌避したり拒否的であるなど、保護の要件確保のため濃厚な指導を要する世帯
(ｴ)生活上、療養上などの大きな課題やニードがあり、濃厚な指導援助を要する世帯
(ｵ)頻回な不在等により、生活実態等の把握が十分ではない世帯
(ｶ)生活実態等に係る外部からの情報提供などにより、一定期間にわたり実態の調査把握を要する世帯
(ｷ)不正受給の可能性がある世帯
(ｸ)暴力団関係ケース
(ｹ)その他、援助方針に掲げる援助目標達成のため、一定期間濃厚な関わりを要する世帯

	B
（黄）
	2ヶ月に
1回以上
	· Ａケース以外で、世帯が
有する課題の解決に向け、継続的な指導援助を要する世帯
・ 生活実態を継続的に把握し、生活上の課題や保護の要件等を確認すべき世帯
	(ｱ)稼働能力はあるが就労の場を得ることができないものがあり、継続的に指導援助を要する世帯(局第4に基づく)
(ｲ)傷病のため稼働能力が無いものがおり、継続的に受診状況や治療経過などを把握して指導援助を要する世帯
(ｳ)安定した日常生活を確保する上での課題について、継続的な実態把握と指導援助を要する世帯
(ｴ)保護の要件に関わる生活実態等に変動の可能性が見込まれ、継続的な実態把握と指導援助を要する世帯
(ｵ))援助方針に掲げる援助目標達成のため、継続的な指導援助を要する世帯

	C
（白）
	3ヶ月～
4ヶ月に
1回以上
	・　Ａ、Ｂケース以外で短期的に解決を援助すべき大きな課題が無く、安定的な日常生活が確保され、かつ、積極的な訪問調査による生活上の課題把握や保護の要件等の確認を要さない世帯
	○下記の2項目いずれにも該当する世帯
(ｱ)保護の要件が安定的に確保され、定期的な実態把握と指導援
助で足りる世帯
(ｲ)日常生活上の課題が無いか、生活上のニードが安定的に充足されており、定期的な実態把握と指導援助で足りる世帯

※生活実態が特に安定していると認められる世帯は、その旨援助方針に記載して4か月に1回以上の訪問とすることができる。

	D
（青）
	6ヶ月に
1回以上
	· 当面解決を援助すべき課
題が無く、安定した生活が確保され、適正な経済給付をおこなうことにより、問題なく生活維持が可能である世帯
	(ｱ)グループホーム等へ入居中の世帯で、当面入所施設への移行などの必要性が無く、入居先グループホーム等で安定した日常生活の維持が確保されている世帯
(ｲ)世帯分離の上保護を適用している在宅の高齢者、重度の心身
障害者等で保護の要件は安定的に確保され、かつ、出身世帯の援助により、安定した日常生活の維持も確保されている世
帯
(ｳ)必要な在宅サービスを十分に利用している世帯

	E
（青）
	12ヶ月に
1回以上
	· 長期に入院又は施設入所
する世帯で、当面地域生活移行への支援を要さず、安定的な日常生活が入院(所)先によるサービスで確保され、経済給付のみで足りる世帯
	※認知症対応型グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・軽費老人ホーム・共同生活援助　入所者
　課長通知第12の3に基づきa夜勤職員が常駐している等、昼夜を通じて支援体制が整っており、b監督庁に意見を聴取し、当該施設が法令を遵守していることが確認でき、c医療機関等の関係機関との協力体制が整っている事に加え、施設職員と十分な連携が図られており、入居者生活状況等連絡票の提出により生活状況が適切に把握できている世帯


上記を基準にケースの実態把握の必要性により、分類すること。（次頁「世帯類型別の訪問格付分類表」を参照。）

